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人材派遣に係る契約のオンバランス化
一リース会計を手がかりと して一
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要 約

人 材派 遣 は、 派 遣先 が労 働 者 の使 用 権 を 取 得 する と 共 に、 派 遣 元 に 対 して 定 期 的 な 支払 い を 約 束 する 契

約 で ある。 こ の 契 約 は、 リ ー ス と同 じ特 徴 を 有 して い る。 もち ろ ん、 リ ース の 場 合 は物 的 資 源、 人 材派 遣

の 場 合 は人 的 資 源 が契 約 対 象 と なっ て い る か ら、 こ の 点 で 両者 は 異 な る。 し かし、 契約 上 の 権 利 （契約 対

象 の 使用 権） と義 務 （契 約 料 の 支 払 義 務） に 注目 す れ ば、 そ の よ う な物 的 相 違 は 本 質 的 な も の で はな い。

こ の よう に 考 え る な ら ば、 人 材 派遣 に 係 る 契約 は、 リ ー ス 会計 の 考 え 方 を援 用 して オ ン バラ ン ス 化 する こ

と が 可 能と な る。 こ れは、 人 的 資源 に 内 在 す る知 的 資 本 を 貸 借対 照 表 上 で認 識 す る こ と につ な が る もの で

あ り、 「見 え ざ る 資産」 の 中 で も 重要 な 人 的 要 素を 報 告 す るも の と し て 有効 で あ る。
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は じ め に

近 年、 有 形 の 実物 資 本 よ り も 無 形 の 知 識、 技 術、

経 験、 ノ ウ ハ ウ な ど、 知 的 資 本 の 重 要 性 が 高 ま っ

て お り、 そ れ ら が 蓄 積 さ れ た 人 的 資 源 の 資 本 的 価

値 が見 直 さ れ て き て い る。 こ の 問 題 つ い て は、 す

で に１９７０年 代 の い わ ゆ る 人 的 資 源 会 計 に お い て 議

論さ れ て い た と こ ろ で あ る が１）
、 当 時 の 議 論 に よ

れ ば、 教 育 費 や 訓 練 費 な ど の 長期 的 な 効 果 を も た

らす 支 出 を 従 業員 に 対 す る 投 資 と 捉 え て、 そ れゆ

え に繰 延 べ て 将 来 の 収 益 と 対 応 さ せ る、 つ ま り、

繰 延 資 産 の よ う に 扱う 考 え 方 が 提 案 さ れ て い る。

し か し、 従 業員 の 知 的 資 本 が 事 業 を 継 続 す る 上 で

不 可 欠な 経営 資 源 で ある と の 理 解 に 立 つ な ら ば、

そ れを 資産 と し て 認 識 す る こ と は も ち ろ ん、 そ れ

を 享 受 す る た め に 必 要 な 将 来 支 出 を負 債 と し て 認

識 す る こ と を 検 討 する 必 要 が あ る と 考 え ら れ る。

そ の 論 理構 築 を 行う 上 で 参 考 に な る の は、 リ ー

ス 会 計 で あ る２）
。 そ れ に よ れ ば、 リ ー ス 契 約 上 の

権 利 （使 用 権）・ 義 務 （将 来 支 出） は、 売 買 と 同

等 の 経 済性 を 有 する こ と を 条 件 に、 資 産 ・ 負 債 と

して 認 識さ れる。 こ のリ ース 契 約 に 例 え る と、 従

業 員 の 労働 契約 は、 知 的 資 本 が 蓄 積 さ れ た 彼 ら の

使 用 権 を 取 得 し、 そ の 対 価 と し て 給 与 等 を 支 払 う

契 約 と 捉 える こ と が で き る。 も ち ろ ん、 リ ー ス の

場 合 は、 そ の 経 済 的 実 質 を 売 買 と み な す 解 釈 が 成
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り 立 つ と して も、 そ れと 同 じ解 釈 を 従 業員 の 場 合

に 類 推 す る こ と は 困 難 であ ろ う。 し か し、 国 際 リ

ー ス 会 計 基 準 の 舞 台 で は、 使 用 権 の 資 産 認 識 を 基

本 と す る 方 向 で 改 定 作 業 が進 ん で いる。 そ こ で、

そ の 考 え 方 を 援 用 す れ ば、 従 業 員 の 労働 契約 を 資

産 ・負 債 の 両 建 計 上 で オ ン バ ラ ンス 化 す る 途 が切

り 開 け る と 考 え ら れ る。

そう す る と、 こ の よ う に 契 約 上 の 権 利 ・ 義 務 に

注 目 す る こ と を 議 論 の 出 発 点 と す る と き、 一 口 に

「従 業員」 と い っ て も 正 社 員、 契 約 社 員、 派 遣 社

員 な ど、 様々 な 就 業 の 態 様 が あ る か ら、 そ れ ら を

ま と め て 検 討 す る こ と は 適 当 で は な い こ と に な

る。 就 業 の 態 様 は、 契 約 の 内 容 に よ っ て 決ま る も

の で あ り、 そ れ に よ っ て、 当 事 者 の 権 利 義 務 関 係

や 契約 終 了 等 の 法 理 が 異 な る こ と も あ る か ら であ

る。 そ こ で 本 稿 で は、 さ し あ た り、 リ ー ス と 契 約

の仕組みが類似する 一 それゆえに 「人材のリー

ス」 と目されることもある 一 派遣社員の契約に

焦 点 を 絞っ て、 オ ン バ ラ ンス 化 の 論 理 構 築 を 試 み

る こ と に し た い。

２． 人材派遣の仕 組み

ま ず は．じめ に、 人材 派 遣 に 係 る 契 約 の 仕 組 み を

説 明 し て お こ う。 人 材 派 遣 は、 派 遣 先、 派 遣 元、

派 遣 労 働 者 の ３ 者 で構 成 さ れ、 こ の 間 で ２ つ の 契

約 が 取 り 交 わ さ れる。

ひ と つ は、 派 遣 元 と 労 働 者 の 労 働 契 約 で あ る。

こ れ を 派 遣 労 働 契 約 と い う。 派 遣 元 の 事 業 形 態 に

は、 特 定 派 遣 と 一 般 派遣 が ある。 特 定 派 遣 は、 派

遣 元 が 常 用 雇 用 して い る 労働 者 の み を 派 遣 す る 場

合 で あ る３）
。 一 般 派 遣 は、 そ れ 以 外 の 場 合 であ り、

具 体 的 に は、 広 く 人 材 登 録 を 募 り、 期 間 を 定 め て

労 働 契 約 を 結 び、 そ して 派遣 す る 場 合 で あ る。 本

稿 で は、 派 遣 労 働 者 は 後 者 の 登 録型 で あ り、 そ の

契 約 に は 期 問 の 定 め があ る こ と （有 期 契 約） を 前

提 と す る。

も う ひ と つ は、 派 遣 先 と 派 遣 元 の 契 約 で あ る。

こ れ を 労 働 者 派 遣 契 約 と い う。 こ の 契 約 は、 派 遣

契 約 で あ っ て、 労 働 契 約 で は な い。 派遣 先 と 労働

者 の 問 に 雇 用 関 係 は な い か ら で あ る。 し か し、 派

遣 先 は、 労 働 者 に 対 して 直 接 指 揮 命 令 で き る こ と

か ら、 「労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」（以

下、 労働 者 派 遣 法 と い う） が 制 定 さ れ て い る。 そ

れ に よ れ ば、 労 働 者 派 遣 契 約 に は 期 間 の 明 示 義 務

が ある の で、 こ の 契 約 も 有 期 契 約 で あ る こ と に な

る。 本稿 で は、 労 働 者 派 遣 契 約 の 期 間 と 派 遣 労 働

契約 の期 間 は 一 致 す る と して お く。

３． 資産の認 識

ＩＡＳの 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク に よ れ ば、 資 産 と は、

過 去 の 事 象 の 結 果 と し て 特 定 の 企 業 が 支 配 し、 か

つ、 将 来の 経 済 的 便 益 が 当 該 企 業 に 流 入 す る と 期

待 さ れる 資源 であ る と 定 義 さ れ て い る４）
。

本 稿 で契 約 上 の 権 利 と し て 注 目 す る の は、 契 約

対 象 の 使 用 権 であ る。 使用 権 は、 そ の 対 象 を 運用

し て 経 済 的 便 益 を 生 み 出 す 源 泉 と な る も の で あ

る。 そ の 資 産 性 に つ い て、 例 え ば１９９６年 と２０００年

の Ｇ４＋１の「リ ー ス 会 計 報 告 書」で は、 契 約 対 象（リ

ー ス 物 件） に 対 す る 契約 期 間 中 の 使用 権 が 資 産 概

念 に 合 致 す る と 指 摘 さ れ て い る５）
。 も ち ろ ん、 リ

ー ス の 場 合 は 物 的 資源、 人材 派 遣 の 場 合 は 人 的 資

源 が 契 約 対 象 と な っ て い る か ら、 こ の 点 で 両 者 は

異 な る。 しか し、 上 述 の 資 産概 念 に 照 ら し て 考 え

れ ば、 そ の よ う な 物 的 相 違 は 本 質 的 な も の で は な

い。 契 約 上、 レ ッ シ ー ・ 派 遣 先 は、 契 約 期 問 に わ

た っ て 契 約 対 象 を 直 接 的 な 指 揮 命 令 下 にお き、 専

属 的 に 使 用 収 益 で き る。 同 じ 期 問 中、 レ ッ サ ー ・

派 遣 元 は、 契 約 対 象 に 対 す る 使 用 権 を 失 っ て い

る６）
。 し た が っ て、 契 約 対 象 そ れ 自 体 で は な く、
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そ の 使用 権 に 注 目 す れ ば、 経 済 的 便 益 の 支 配 を 基

本 と する 資 産 概 念 に 合 致 す る と い え よ う。

こ の よう に し て 使 用 権 の 資 産 性 を 認 め た と き、

複 式 簿 記 の 原 理 か ら す れ ば、 そ の 反 対 勘 定、 す な

わ ち 資 産 取 得 の 対 価 を どう 処 理 す る の か が 問 題 と

なる。 こ れ に つ い て、 使 用 権 は 契 約 期 間 に わ たる

も の で あ る か ら、 そ れ と 対 価 関 係 にあ る の は、 同

じく 契 約 期 間 に わ た っ て 支 払 う 金 額、 す な わ ち 契

約 料 総 額 と す る の が 適 当 で あ る。 し か し、 将 来 の

契 約 料 は 未 払 い の 状 態 であ る か ら、 契 約 料 総 額 を

資 産 取 得 の 対 価 と す る な ら ば、 資 産 の増 加 に 対 し

て 負 債 の 増 加 を 認 識 す る こ と が 必 要 に な る。 つ ま

り、 使 用 権 を 資 産 と して 認 識 す る 場 合、 契 約 料 総

額 を 負 債 と して 認 識す る こ と が 必 要 に な る の で あ

る
。

こ れを 契約 の 流 れ に 沿っ て 説 明 す れ ば、 ま ず、

派 遣 元 は、 派 遣 労働 契 約 に 基 づ い て 労 働 者 の 使 用

権 を 取 得 す る。 こ の と き、 派 遣 元 に よ る 使 用 権 の

資産 認 識 は、 賃 金 総 額 の負 債 認 識 に 支 え ら れる 必

要 があ る。 次 に、 労 働 者 派 遣 契 約 に 基 づ い て、 使

用 権 は 派 遣 元 か ら 派 遣 先 に 移 転 す る。 こ の と き、

派 遣 先 に よ る 使用 権 の 資 産 認 識 は、 派 遣 料 総 額 の

負 債 認 識 に 支 え ら れ る 必 要 が あ る。 そ れ が可 能 で

あ れ ば、 派 遣 元 の 側 で は、 派 遣 料 総額 を 金 銭 債 権

と し て 資 産 認 識 す る こ と が で き る か ら、 そ れ が 使

角 権 の 消 滅 に 対 す る 反 対 勘 定と なる。 こ の よう に

考 え る と、 労 働 者 派 遣 契 約 と 派遣 労働 契約 に負 債

性 が あ る の か どう か が 重 要 に なっ てく る。そ こ で、

次 の 負 債 の 認 識 に つ い て 検 討す る。

４． 負債の認識

ＩＡＳの 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク に よ れ ば、 負 債 と は、

過去の事象から発生した特定の企業の現在の義務

で あ り、 こ れ を 履 行 す る た め に は、 経 済 的 便 益 を

有する資源が当該企業から流出すると予想される

も の で あ る と 定 義 さ れて いる７）
。 さ ら に、 そ の 義

務 は、 通 常、 資 産 を 引 き 渡 し た と き、 あ る い は、

企 業 が 資 産 を 取 得 す る た め に 解 約 不 能 な 契 約 を 締

結 し た と き に の み 生 じる と さ れ て い る８）
。

人 材 派 遣 に 係 る ２ つ の 契 約 は 共 に、 有 期 の 有 償

契 約 で あ り 継 続 的 契 約 で あ る か ら、 そ の よ う な 契

約 上 の 支 払 義 務 が 負 債 性 を 有 す る の か と いう こ と

が 問 題 に な る が、 上 述 の 負 債 概 念 によ れ ば、 そ の

鍵 は 解 約 不 能 概 念 に あ る と 考 え ら れる。 し か し、

概 念 フ レー ム ワ ー ク の 申 で は、 そ れ に 関 す る 詳 し

い 説 明 は な さ れて い な い。

そ こ で、 同 じく 有 期 の 有 償 契約 ・ 継 続 的 契 約 と

して、 リ ー ス 契 約 に注 目 し て み よう。 リ ース 会 計

基 準 に よ れ ば、 特 定の 条 件 を 満 た すリ ース 契 約 を

オ ンバ ラ ンス 化 す る こ と を 原則 と し て い る が、 そ

こ で は、 解 約 不 能 概 念 を もっ て 継 続 的 な 支 払 義 務

の 負 債 性 を 論 理 化 し て い る。 そ れ に よ れ ば、 「原

則 的 に解 約 不 能」 と 「実 質 的 に 解 約 不 能」 と い う

２ つ の 解 約 不 能 概 念 が あ る９）
。 こ れ を 若 干 補 足 し

て 説 明 す れ ば、 以 下 の よ う に な る。

法 理 上、も と も と い っ た ん 契約 が締 結 さ れる と、

当 事 者 は そ の 契 約 内 容 に 拘 束 さ れ る か ら、 勝 手 に

そ れ か ら 離 脱 す る こ と は で き な い。 期 間 を 定め る

と、 そ の 期 間 中 は 中 途 解 約 で き な い の が原 則 であ

る。 こ の 状 態 が 「原 則 的 に 解 約 不 能」 であ る。 そ

の 場 合、 レ ッ シ ー が リ ー ス 料 総 額 を 支 払う こ と は

確 実 と な る。

も ち ろ ん、 中 途 解 約 と い う 現 実 が 生 じ な い わ け

で は な い。 レ ッ シ ー が レ ッ サ ー に 対 し て、 一 方 的

に 解 約 を 突 き つ ける こ と も で き る。 し か し、 そ れ

は 契 約 違 反 であ る か ら、 レ ッ サ ー 側 と し て は、 法

律 の 保 護 を 受 け て 大 き く ２ つ の 行 動 を 選 択 で き

る。 １ つ 目 は、 法 定 解 除 に よ っ て 正 当 に 契 約 を 離

脱 す る こ と で あ る。 こ の 場 合、 レ ッ サ ー は、 残 さ

れた リ ー ス 料 の 全 額 を 損 害 賠 償 請 求 で き る （民 法

４１６条）。 あ る い は、 ２ つ 目 と し て、
一 方 的 解 約（契
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約 違 反） は 無 効 で あ る こ と を 主 張 し、 契約 の存 続

を 請 求 す る こ と も で き る。 レッ サ ー が どち ら を 選

択 し て も、 レ ッ シ ー は リ ー ス 料 総 額 を 支 払 う こ と

に なる か ら、 そ の 経 済 的 帰 結 は 中 途 解 約 で き な い

の と 同 じ で あ る。

で は、 有 期 契 約 は す べ て 「原 則 的 に 解 約 不 能」

かと い え ば、 必 ず し も そう で は な い。 そ れ は、 解

約 の 方 式 と し て約 定 解 除 が あ る か ら で あ る。 約 定

解 除は、 当 事 者 が 契約 の 解 除 事 由 を 予 め 約 束 して

お く も の で、 そ の 代 表例 が 解 除 権 留 保 で あ る。

約 定 解 除の 場 合、 そ の 約 定 自 体 が 契 約 内 容 を 構

成 す る か ら、 「原 則 的 に 解 約 不 能」 と は い え な く

な る。 例 え ば、 解 除権 留 保 の 場 合、 解 除 権 は 当 事

者 双 方 が 合 意 して 契 約 に 定 め た 正 当 な 権利 で あ る

か ら、そ の 権 利 行 使 は 契 約 内 容 の 一 部 を 構 成 す る。

し た が っ て、 レ ッ シ ー に 解 除権 留 保 が 認め ら れ て

いる 場 合、 レ ッ シ ー が そ の 解 除権 を 行 使 して 契約

を 一 方 的 に 解 約 し て も、 諸 々 の 約 定 に 準 拠 した 上

で のこ と で あ れ ば、 そ れ は 契 約 違 反 と は 異 質 な も

の であ る か ら、 そ れ に 対 し て レ ッ サ ー が 損 害 賠 償

ま た は 契 約 存 続 を 請 求 した と して も、 「原 則 的 に

解約不能」 の場合と同様の法的保護が与えられる

と は 限 らな い。

しか し、 そ れ でも リ ー ス 料 総 額 の 支 払 い を 確 実

視 で き る こ と は あ り 得 る。 例 え ば、 解 除 権 の 行 使

に 対 して 違 約 金 な どの ペ ナ ル ティ を 定 め て お き、

そ れ を 損 害 賠 償 の 予 定 と して お く こ と は 法 的 に 有

効 で あ る （民 法４２０条、 ５４５条）。 そ こ で、 解 除 権

行 使 の ペ ナ ル テイ と して 残 リ ー ス 料 相 当 の 支 払 い

を約 定 し て お け ば、 解 除 権 を 行 使 して 中 途解 約 し

た と し て も、 レ ッ シ ー は 結 局、 リ ー ス 料 総 額 の 支

払 い を 免 れる こ と は で き な い。 こ の よ う な 場 合 に

「実 質 的 に 解 約 不 能」 と な る。 そ れ は い わ ば、 「原

則 的 に解 約 不 能」 の 拡 張 概 念 と 考 え ら れ る。

こ の ２ つ の 解 約 不 能 概 念 の い ず れ か に 合 致 した

場 合、 リ ー ス 会 計 基 準 は 当 該リ ース を 解 約 不 能 と

み な し、 そ れ を オ ン バ ラ ンス 化 の 一 要 件 と して い

る。 要 す る に、 契 約 料 総 額 の 負 債 性 は、 そ の 支 払

確 実 性 に よ っ て 論 理 化 さ れ て い る の で あ る。 こ の

考 え 方 を 人 材 派 遣 の ケ ー ス に 援 用 して み よ う。

①労働者派遣契約の負債性

ま ず、 労働 者 派 遣 契 約 の負 債 性 に つ い て、 そ の

契 約 は 有 期 契 約 で あ る か ら１０）
、 「原 則 的 に 解 約 不

能」 で あ る。 「派 遣 期 間 の 定 め は、 派 遣 先 と し て

は そ の 期 問 中 は 派遣 労働 者 を 受 け 入 れ、 対 価 と し

て 派 遣 料 を 支 払 う 義 務 を 負 っ てお り、 一 方 的 に 正

当な理由なく派遣期間の途中で派遣契約を解除す

る こ と は 派 遣 先 の 債 務 不 履 行」１１）と な る。 よ っ て、

「派 遣 元 と し て は、 こ の よ う な 一 方 的 な 派 遣 契 約

の 解 除 は 無 効 で あ る と して あ く ま で も 労 働 者 派遣

の 継 続 を 求 め る か、 派 遣 先 に 対 して 派 遣 料 金 を 基

礎 と し た 一 方 的 解 約 に 伴 う 損 害 賠 償 請 求 権 を 有 す

る」１２） こ と に な る。

し か し、 派遣 先 に 解 除 権留 保 が あ る 場 合 は、「原

則 的 に 解 約 不 能」 と は い え な い。 そ こ で、 「実 質

的 に 解 約 不 能」 か どう か を 検 討 す る こ と に な る。

ポ イ ン ト は、 派遣 先 が解 除 権 を 行 使 す る こ と に よ

っ て、 将 来 の 派遣 料の 支 払 い を 正 当 に 免 れ る こ と

が で き る か どう か であ る。

こ れ に つ い て、 労 働 省 の 告示 によ れ ば、 派 遣 先

が 中 途 解 約 す る に あ た っ て は、 最 低３０日 分 以 上 の

賃 金 を 派 遣 元 に 賠 償 す る よ う 勧 告 して いる１３）
。 し

か し、 も と も と 派 遣 元 は、 ３０日 分 に と ど ま ら ず、

残りの派遣料の全額を請求できる権利を当然に有

し て い る。 こ の 点、 「こ の 指 針 の 定 め は、 行 政 法

規 に 基 づ い て 最 低 限 守 ら な け れ ばな ら な い 水 準 を

定め た も の で あ る か ら、 労 働 者 派 遣 契 約 で 上 記 の

定 め を 上 回 る 賠 償 予 定 が 許 さ れ る こ と は 当 然」１４）

と さ れる。 し た がっ て、 解 除 権 行 使 の ペ ナ ル テ ィ

と して 残 派遣 料 全 額 の 支 払 い を 約 定 す る こ と が あ

っ て も、 不 自 然 ・ 不 合 理 で は な い し、 違 法 性 も な
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い と い え よ う。 実 際、 後 述 す る よ う に、 派 遣 元 は、

労 働 者 派 遣 契 約 が中 途解 約 さ れ て も、 そ れ を 理 由

と して 派 遣 労 働 契 約 を 中 途解 約 す る こ と は で き な

い。 そ こ で、 派遣 先 に解 除 権 を 認 め る と き に は、

残派遣料を全額支払うように定めても不自然では

な い し、 む しろ、 そう し た 方 が リ ス ク 回 避 の 点 で

合 理 的 であ る。 そ の 場 合 に は、 派 遣 料 総 額 の 支 払

い が 確 実 と な る の で、 「実 質 的 に 解 約 不 能」 と い

え る。

②派遣労働契約の負債性

次 に、 派 遣 労 働 契 約 の 負 債 性 に つ い て、 こ の 契

約 も 有 期 契 約 で ある か ら１５）
、 「原 則 的 に 解 約 不 能」

で あ る。 有 期 契 約 の 派 遣 労 働 者 を 雇 用 期 間 中 に 解

雇 す る こ と は、 「已 ム コ ト ヲ 得 サ ル 事 由」 （民 法

６２８条） が あ る と き に 限 ら れ て お り、 「派 遣 先 に よ

る 労 働 者 派 遣 契 約 の 解 除 は、 解 雇 を 正 当 化 す る も

の で は な い」１６） と さ れ る。 し た が っ て、 労 働 者 派

遣 契 約 が 中 途 解 約 さ れ た 場 合 で も、 そ れ と は 無 関

係 に 派 遣 労 働 契 約 は継 続 す る か ら、 派 遣 労 働 契 約

の 期 間 満 了 ま で別 の 派 遣 先 に 派 遣 す る か、 あ る い

は、 即 時 解 雇 す る な ら ば 契 約 違 反 と な り、 残 り の

賃 金 を 全 額 支 払 う 必 要 があ る１７）
。 最 近 の 判 例 も、

そ れ を 裏付 け て い る。 昨 年 の 「モ ー ブッ サ ン ジャ

パ ン 事 件」 （東 京 地 裁 Ｈ１５．４．
２８判 決） で は、 有 期

の 労働 契 約 の 中 途 解 約 は、 や む を 得 な い 事 由 が 必

要 で あ る か ら、 雇 用 者 が そ の 事 由 な く 行 っ た 中 途

解 約 は 無 効 で あ る と し、 残 賃 金 の 支 払 義務 を負 う

と 判 示 し て い る１８）
。

し か し、 派 遣 元 に 解 除 権 留 保 が あ る 場 合 は、「原

則 的 に 解 約 不 能」 と は い え な い か ら、 「実 質 的 に

解 約 不 能」 か どう か を 検 討 す る こ と に な る。 ポイ

ン ト は、派 遣 元 が 解 除 権 を 行 使 す る こ と によ っ て、

将 来 の 賃 金 の 支 払 い を 正 当 に 免 れ る こ と が で き る

か どう か で あ る。

ま ず、 労 働 契 約 の 特 殊 性 と し て、 解 除 権 行 使 の

帰 結 は 労 働 者 の 解 雇 に相 当 する。 そう す る と、 判

例 上、 解 雇 一 般 を対 象 と し た 制 限 法 理 が 確 立 さ れ

て い る か ら、 客 観 的 に 合 理 的 な 理 由 を 欠 き、 社 会

通 念 上 相 当 で ある と 認 め ら れ な い 解 雇 は、 権 利 の

濫 用 と し て 無 効 と な る１９）
。 こ の 解 雇 権 濫用 の 法 理

によ れ ば、 派 遣 元 が 派 遣 労 働 契 約 の 解 除 権 を 行 使

す る こ と は、 大 幅 に 制 限 さ れ る と 解 さ れ よ う２０）
。

実 際、 先 の 「モ ー ブ ッ サ ン ジ ャ パ ン 事 件」 で は、

３０日 前 の 予 告 を も っ て い つ で も 中 途 解 約 で き る と

特約 さ れ て い た が、 同 判 決 で は、 有 期 の 労働 契約

は、 や む 得 な い 事 由 が な い 限り 中 途解 約 でき な い

と い う 前 提 に 立 っ て い る２１）
。

こ の よ う に、 労 働 契 約 に お ける 期 間 の 定 め は 雇

用 保 障 の 機 能 を 有 す る の で２２）
、 派 遣 元 の 解 除 権 行

使 は 大 き く 制 隈さ れる。 そ の 意 味 で、 派 遣 労 働 契

約が 「実質的に解約不能」 かどうかを検討する余

地 は 少 な く、 そ の 取 扱 い は 「原 則 的 に 解 約 不 能」

と 同 じ に な る。

以 上 の 検 討 に加 え て、 労 働 契 約 の負 債 性 を 考 え

る 場 合 は、 い わ ゆる 退 職 の 自 由 を 考 慮 に 入 れ る 必

要 があ る だろ う。 と こ ろ が、 有 期 の 労 働 契 約 の 場

合、 労働 者 は、 そ の 契 約 を 当 然 に 離 脱 （自 己 都 合

退 職） す る こ と は で き な い。 労 働 契 約 に お け る 期

間 の 定 め は、 労 働 者 に 対 して 雇 用 保 障 を 与 え る と

同 時 に、 期 間 中 の 拘 束 も 与 え る２３）
。 つ ま り、 有 期

の 労 働 契 約 で は、 退 職 の 自 由 が 制 限さ れる の であ

る ２４）
。

も ち ろ ん、 労 働 者 Ａ に 派 遣 労 働 契 約 を 継 続 し

が た い 事 由 が 発 生 す る こ と も あ る だろ う。 そ の 場

合、 Ａ の 退 職 は 認 め ら れ る と して も、 そ れ と は 無

関 係 に 労 働 者 派 遣 契 約 は継 続 する か ら、 派 遣 元 は

新 た な 労 働 者 Ｂ を 選 定 して、 遅滞 なく 派 遣 先 に 派

遣 しな け れ ば な ら な い。 した が っ て、 Ａ が 退 職 し

た と き、 Ａ に 対 す る 将 来 賃 金 は消 滅 す る が、 そ れ

は 即 座 にＢ に 対 す る 将 来 賃 金 と な る か ら、 全 体 的

に 見 て 派遣 元 の 支 払 義 務 は 継 続 す る。 よ っ て、 当

＿ ４１ ＿
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初 の 契約 期 間 の 賃 金 総 額 は、 そ の 支 払 い が 確 実 で

あ る と 見 る こ と が で き る か ら、 負 債 性 が あ る と 考

え ら れ る２５）
。

５． おわ り に

最 後 に、 人 材 派 遣 ・ オ ンバ ラ ンス 化 の 意 義 を 検

討 し て お こ う。 本 稿 で は、 資 産 と 負 債 の 両建 計 上

を提 案 し て い る の で、 そ れ ぞ れ の 意 義 を 考 え て み

た い
。

ま ず、 資 産 計 上 の 意 義 に つ い て、 人 的 資 源 を ど

う 会 計 的 に 表 現 す る の か と い う 議 論 は、 １９７０年 代

の 人 的 資 源 会 計 に 始ま っ て、 今 日 で は 新 た な 試 み

が な さ れ て い る。 知 的 資 本 の 会 計 と 呼 ば れ る 領 域

が そ れ で あ る が、 さ ら にそ の 延 長 線 上 で は、 い わ

ゆ る 「見 え ざる 資 産」 の 会 計 が 注 目 を 集 め て い る。

本 稿 で 資 産 認 識 の 対 象 と した の は、 あく ま で も 労

働 者 の 使用 権 で あ り、 そ の 取 得 の 対 価 と し て 契 約

料 総 額 の負 債 性 を 検 討 して き た が、 契 約 料 が そ の

労働 者 の 知 的 資 本 に 比 例 す る と 考 え れ ば、 使 用 権

取 得 の 対 価 （評 価 額） は、 「見 え ざ る 資 産」 の 中

で も 重 要 な 人 的 要 素 を 測 定 す る も の と して 有 効 で

あ ろ う。

次 に、 負 債 計 上 の 意 義 に つ い て、 人 材 派 遣 に 係

る ２ つ の 契 約 を 継 続 的 契約 と いう 理 由 だ け で オ フ

バ ラ ン ス 化 す る こ と に は 問 題 が あ る だ ろ う。 そ の

契 約 が 原 則 的 ま た は 実 質 的 に解 約 不 能 な と き は、

中 途 解 約 して も 残 期 間 に 係 る 契 約 料 の 支 払 い を 免

れ る こ と は で き な い。 ごく 簡 単 に で はあ る が、 派

遣 先 と 派 遣 元 に どれ く ら い の 支 払 義 務 があ る の か

を 試 算 し た と こ ろ、 一 人 一 年 を 一 契 約 と す れ ば、

一 契約 当 た り 派 遣 先 は 約４４０万 円、 派 遣 元 は 約３１０

万 円 と な る２６）
。 こ れ を 重 要 性 が 高 い と 見 る か、 低

い と 見 る か は 意 見 の 分 か れ る と こ ろ で あ る が、 参

考 ま で に、 日 本 の リ ー ス 会 計 基 準 で は、 ３００万 円

を 重 要 性 の 判 断 基 準 と し て い る２７）
。 し た が っ て、

派遣 先 と 派 遣 元 の 要 支 払 額 に つ い て 重 要 性 が 高 い

と す れ ば、 人材 派 遣 に 係 る 契 約 も オ ン バ ラ ン ス 化

す べ き であ る と 考 え ら れ る。

た だ、 本 稿 で は 検 討 の 対 象 が 限 定 さ れ て お り、

そ の 意 味で は オ ンバ ラ ンス 化 の 意 義 も 自 ず と 限 定

的 に な ら ざる を 得 な い。 し か し、 こ れ を 足 が か り

と し て 発 展 的 に 考 え れ ば、 様々 な 就 業 の 態 様 に 論

理 を 展 開 で き る 可 能 性 が あ る だろ う。 そ れ は、 従

業員 一 般 の 労 働 契 約 を オ ン バ ラ ンス 化 でき る と す

る こ と に つ な が り う る も の で あ る が、 こ の 点 に つ

い て は 今 後 の 課 題 と し て お き た い。

《注》

１） 人 的 資 源 会 計 につ いて は、 若 杉 ［１９７３］ 及 び ［１９７９］ を 参 照。

２） 人 的 資 源 の オ ン バ ラ ン ス 化 にリ ー ス 会 計 の 考 え 方 が 援 用 で

き る こ と を 提 案 した 論 文 と し て、 Ｌｅｖ ＆ Ｓｃｈｗａｒｔｚ ［１９７１］

が あ る。 ま た、 そ の 論 文 を 敷 術 し て 具 体 的 な 検 討 を加 え た

論 文 と し て、 黒 川 ［１９９４］ が あ る
。

３） 「常 用 雇 用 し て い る 労 働 者」 に は、 期 間 の 定 め な く 雇用 す る

労 働 者 （正 社 員） の ほ か、 期 間 を 定 め て 雇 用 す る 場 合 で あ

っ て も、 そ の 契 約 が １ 年 超 に わ たっ て 反 復更 新 さ れ て い る、

あ る い は、 そ う する こ と が 予 定 さ れ て い る 労 働 者 を 合 む（安

西 ［２０００：２４０頁］）。

４） ＩＡＳＣ ［１９８９ ：ｐａｒ－４９（ａ）］。

５） ＭｃＧｒｅｇｏｒ ［１９９６： ｐｐ．
１５－１６コ、 Ｎａｉ１ｏｒ ＆ Ｌｅｍ ａｒｄ ［２０００：

ｐ ａ二ｒｓ．
３
．
２ － ３

．
１２］

。

６） Ｇ４＋１の ア プ ロー チ で は、 こ の 点 に 注 目 し て、 リ ー ス 契 約 を

契 約 開 始 時 点 で 履 行 契 約 で あ る と して いる。 す な わ ち、 レ

ッ サー の 主 要 な 義 務 は、 レ ッ シ ー に よ る リ ー ス 物 件 の 専 属

的 な 使用 収 益 を 認 め る こ と で あ る か ら、 リ ー ス 物 件 の 引 渡

が 完 了 す れ ば、 レ ッ サ ー の 義 務 は 実 質 的 に 完 遂 さ れ た こ と

に な る と 述 べ て い る （Ｎ 釧ｏｒ ＆ Ｌｅ ｍ ａｒｄ ［２０００： ｐａｒ泌 ５，

２
．
１１－２

．
１７］）。

７） ＩＡＳＣ ［１９８９：ｐ孤４９（ｂ）］。

８） ＩＡＳＣ ［１９８９：ｐａｒ．６１］。

９） ＦＡＳＢ ［１９７６：ｐａｒ．
５ｆ］、 意 見 書 ［１９９３： 注 解 （注 １）］ 及 び

実 務 指 針 ［１９９４： 二 １ （１）］、 ＩＡＳＣ ［１９９７：ｐａｒ．３］。

１０） 労働 者 派 遣 法４０条 の ２ 及 び 関 連 通 達 で は、 一 般 的 な 業 務 の

派 遣 期 間 を １ 年、 専 門 的 な 知 識 等 を 要 す る 業 務 の 派 遣 期 間

を ３ 年と し てい た が、 改正 労 働 者 派 遣 法（平 成１５年 ６ 月 公 布）

同 条 及 び 関 連 通 達 で は、 前 者 を ３ 年 ま で 延 長 し、 後 者 の 期

間制 限を 撤 廃 して い る。

１１） 安 西 ［１９９３：２３頁］。

１２） 安 西 ［２０００：４７８頁］。

１３） 労 働 省 ［１９９９： 第 ２ の ６ （３）］。

＿ ４２ ＿
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１４） 中 野 ・ 派 遣 労 働 研 究 会 ［２００１：２２５頁］。

１５） 労 働 基 準 法１４条 で は 有 期 の 労 働 契 約 の 期 間 を １ 年 と し て い

た が、 改 正 労 働 基 準 法 （平 成１５年 ７ 月 公 布） 同 条 で は ３ 年

ま で 延 長 し て い る。

１６） 馬 渡 ［１９９２：５２頁］。

１７） 安 西 ［２０００：４８１頁］、 中 野 ・ 派 遣 労 働 研 究 会 ［２００１：２２５頁］。

１８） 労 働 判 例 ［２００３ｂコ。 そ の 他 の 事 件 の 判 例 と し て、 労 働 判 例

［２００３ａ］ が あ る。

１９） 解 雇 権 濫 用 の 法 理 は、 従 来、 判 例 法 理 と し て 確 立 さ れ て き

た も の で あ り、 制 定 法 上 は、 労働 基 準 法１９条 で 特 定 事 由 に

よ る 解 雇 を 禁 止 する の み であ っ た が、 改 正 労働 基準 法 では、

１８条 の ２ を 新 設 し て 解 雇 一 般 を 規制 す る と 共 に、 解 雇 理 由

の 明 示 （２２条 ２ 項） も 定 め る な ど、 解 雇 権 濫 用 の 法 理 を 明

文 化 し て い る。

２０） 派 遣 労 働 契 約 を い わ ゆ る 試 用 労 働 と 見 る な ら ば、 そ の 解 除

権 行 使 に よ る 解 雇 は、 通 常 の 解 雇 よ り も 相 当 と さ れる 範 囲

が 広 い と 解 さ れ る （安 枝 ・ 西 村 ［２０００：８７頁］）。 し か し、

派 遣 労 働 契 約 を 試 用 労 働 と 見 る こ と は で き な い。 試用 労 働

に お い て 採用 す る か 否 か は 試用 者 が決 定 す る こ と に な る が
、

労 働 契 約 で あ る 以 上、 雇用 関 係 が 前 提 と な る か ら、 「試 用 者

＝ 雇 用 者」で な け れ ば な ら な い。 と ころ が、 人 材 派 遣 の 場 合、

派遣元は 派遣先の意向を受けて 採用 の可否を決 定する こと

に な る か ら、「試用 者 ＝ 派 遣先」で あ る が、 「派 遣 先 ＝雇 用 者」

で は な い。 つ ま り、 派 遣 先 と 派 遣 労 働 者 に 雇 用 関 係 が な い

以 上、 派 遣 労働 契 約 の 期 間 を ト ライ ア ル タ ー ム と す る 論 理

は 成 立 し が た い。 例 え ば、 中 野 ［１９９３：５９頁］ を 参 照。

な お、 労 働 者 派 遣 契 約 の 中 途 解 約 を 派 遣 労 働 契 約 の 解 除

条 件 と して お き、
派 遣 労 働 者 の 解 雇 に 直 結 さ せ る 方 法 も 考

え ら れ る が、 そ の 実 質 は 有 期 の 労 働 契 約 の 一 方 的 解 約 と 同

じで あ る （安 西 ［２０００：４９１頁］）。 「解 除 条 件 の 成 就 と 解 雇

の 意 思 表示 と は 法 的 性 質 が異 な る の で、 む しろ こ の よ う な

解 除 条 件 そ の も の を、 脱 法 行 為 ま た は 公 序 良 俗 違 反 と み る

べ き で あ ろ う」 （馬 渡 ［１９９２：５３頁コ） と 指 摘 さ れ て いる。

２１） 労働 判 例 ［２００３ｂ：５０頁コ。

２２） 小 宮 ［２００３： ８－９ 頁コ。

２３） 小 宮 ［２００３： ８ 頁］。

２４） 濱 口 ［２００３： ５ 頁］。

２５） 改 正 労 働 基 準 法 の 附 則１３７条 で は、 有 期 の 労 働 契 約 に お け る

労 働 者 の 人 身 拘 束 的 意 味 合 い を 軽 滅 す る た め に、 １年 超 の 期

間 を 設 定 した 場 合、 １年 経 過 後 に 労 働 者 の 白 由 な 契 約 離 脱 を

認 め て い る。 こ の 規 定 は、 派 遣 労 働 契 約 に も 適用 さ れ る と

解 さ れ る が、
一 方 の 労 働 者 派 遣 契 約 は そ れと は 無 関 係 に 継

続 す る か ら、 当 該 労 働 者 の 退 職 が 新 た な 労 働 者 の 代 替 を 必

要 と す る と い う 点 で、 派 遣 元 の 支 払 義 務 が 継 続 す る こ と に

変 わ り は な い。

２６） 厚 生 労 働 省 ［２００１］ によ れ ば、 一 般 派 遣 の 派 遣 料 （８ 時 間）

は 平 均１ｑ７５５円 と さ れ て い る。 よ っ て、
派 遣 先 が 支 払 う べ

き 派 遣 料 は、 １ 人 につ き １ ヵ 月 （２２日） で３６８，６１０円、 １ 年

で４，４２弐３２０円 と な る。 ま た、 派 遣 労 働 者 の 賃 金 を 派 遣 料 の

７０％ と 推 定 す れ ば、 派 遣 元 が 支 払 う べ き 賃 金 は、 １ 人 に つ

き １ ヵ 月 （２２日） で２５８，０２７円、 １ 年 で３，０９
６
，
３２４円 と な る。

２７） 実務 指 針 ［１９９４： 六 １（１） ②］。
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